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○
厚
生
労
働
省
令
第
六
号

特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
第
二

条
第
二
項
、
第
六
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
の

支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
六
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第

百
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
母
子
感
染
者
に
類
す
る
者
）

第
四
条
の
二

法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
母
子
感
染
者
に
類
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す

る
。
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一

七
歳
に
達
す
る
ま
で
の
間
に
、
特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
（
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
母
子
感
染
者
（
以

下
「
母
子
感
染
者
」
と
い
う
。
）
及
び
同
項
に
規
定
す
る
母
子
感
染
者
に
類
す
る
者
（
以
下
「
母
子
感
染
者
に
類
す
る
者

」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
で
あ
る
父
を
介
し
て
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
た
者
で
あ
っ
て
同
項
に
規
定
す
る
持
続

感
染
の
状
態
に
な
っ
た
も
の

二

母
子
感
染
者
の
胎
内
又
は
産
道
に
お
い
て
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
た
者

第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
感
染
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
が
発
生
し
た
時
）

第
六
条
の
二

法
第
六
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
時
は
、
七
歳
に
達
す
る
時
（
感
染
の
原
因
と

な
っ
た
事
実
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
事
実
が
発
生
し
た
時
）
と
す
る
。

第
八
条
第
一
号
中
「
母
に
」
を
「
母
又
は
父
に
」
に
、
「
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
母
子
感
染
者
」
を
「
母
子
感
染
者

又
は
母
子
感
染
者
に
類
す
る
者
」
に
改
め
、
「
母
の
」
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
父
に
係
る
血
液
学
的
検
査
」
を
「
父
（
特

定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
に
係
る
血
液
学
的
検
査
」
に
、
「
父
の
塩
基
配
列
検
査
費
用
」
を
「
塩

基
配
列
検
査
等
費
用
」
に
改
め
る
。
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第
九
条
第
一
項
の
表
第
一
号
中
「
母
の
」
を
削
り
、
同
表
第
二
号
中
「
父
の
塩
基
配
列
検
査
費
用
」
を
「
塩
基
配
列
検
査
等

費
用
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


